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クラスターの早期探知・早期介入のための取組み及び 

高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について 

 
 平素より本市の保健福祉行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 標記の件について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。 
 新型コロナウイルス感染症対策においては、感染の疑いについて、早期の把握が重要

となります。毎日の検温の実施等体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健

康の状態や変化の有無等に留意することが必要です。また、管理者は日頃から職員の健

康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めて

ください。 
新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、医療機関等に電話連絡し、

指示を受ける必要があります。また、速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内で

の情報共有を行うとともに、当該利用者家族等及び介護保険課へ報告を行ってください。 
加えて、介護保険最新情報 Vol.889「高齢者施設における感染症拡大防止対策の再徹

底について」を送付します。これまでに発出された感染対策のポイント等についての関

連事務連絡・資料等を示しておりますので、これらを活用し、施設内での感染拡大防止

対策の再徹底に努めていただきますようお願いします。 
 

 ※厚生労働省通知文掲載先 
   北九州市トップページ ＞ くらしの情報 ＞ 福祉・人権 ＞ 介護 ＞ 介護サービス 

事業者向け情報について ＞ 介護サービス事業にかかる関連通知 
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